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防衛省本省における保有個人情報等の安全管理等に関する訓令

の実施について（通達）

標記について、防衛省本省における保有個人情報等の安全管理等に関する

。 「 」 。） 、訓令(令和４年防衛省訓令第２９号 以下 訓令 という 第１０条第２項

第１１条第２項、第１２条第２項、第１４条第１項、第１６条第２項、第１

７条第１項、第２２条、第２３条、第２４条第２項、第２６条第２項及び第

４項、第２７条第４項、第３０条、第３１条第１項並びに第３５条第１項の

規定に基づき、下記のとおり定め、令和４年４月１日から実施することとし

たので通達する。

なお、防官文第４５１２号（２５．３．２８）は、令和４年３月３１日限

り廃止する。

記

第１ 特別の部隊（第６条関係）

特別の部隊に係る機関等主任保護管理者は、防衛大臣が定めるところ

による。この場合において、当該部隊の一部について他の機関等主任保

護管理者に事務を行わせることが適当なときは、保護管理者を指定すべ



き単位ごとに機関等主任保護管理者が定められることがある。

第２ 機関等副主任保護管理者補（第１０条関係）

訓令第１０条第２項に規定する総括保護管理者が定める基準とは、防

衛省行政文書管理細則（防官文第６１４７号。令和４年３月３０日。以

下「行政文書管理細則」という ）第１章第１第３項第２号の表中「機。

関等副主任文書管理者補」の欄に掲げる者のほか、これに準ずる者とし

て機関等主任保護管理者が認める者とする。

なお、機関等主任保護管理者は、機関等副主任文書管理者補以外の者

を機関等副主任保護管理者補として指定した場合、速やかにその旨を総

括保護管理者に報告するものとする。

第３ 保護管理者（第１１条関係）

訓令第１１条第２項に規定する総括保護管理者が定める基準とは、防

衛省行政文書管理規則（平成２３年防衛省訓令第１５号。以下「行政文

書管理規則」という ）第７条に規定する文書管理者のほか、これに準。

ずる者として機関等主任保護管理者が認める者とする。

なお、機関等主任保護管理者は、文書管理者以外の者を保護管理者と

して指定した場合、速やかにその旨を総括保護管理者に報告するものと

する。

第４ 保護責任者（第１２条関係）

１ 訓令第１２条第１項の規定により、保護責任者の指定、指定事項の変

更又は解除をするときの標準的な様式は、別記様式第１及び別記様式第

２のとおりとし、当該文書を交付することにより行うものとする。

２ 訓令第１２条第２項の規定により、保護管理者は、第１２第４項から

第６項まで、第８項から第１０項まで、第１３第１項、第１４から第１

６まで、第１７第２項から第４項まで及び第２８第１項から第３項まで

に規定する保護管理者の事務を、保護責任者に行わせることができる。

第５ 保護責任者補助者（第１３条関係）

訓令第１３条の規定により、保護責任者補助者の指定、指定事項の変

更又は解除をするときの標準的な様式は、別記様式第３及び別記様式第

４のとおりとし、当該文書を交付することにより行うものとする。

第６ 部隊等主任保護管理者等（第１４条関係）

訓令第１４条第１項に規定する総括保護管理者が定める基準とは、次

の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるものとする。

⑴ 部隊等主任保護管理者

行政文書管理細則第１章第１第９項第１号に規定する部隊等主任文

書管理者のほか、これに準ずる者として機関等主任保護管理者が認め

る者とする。

⑵ 部隊等副主任保護管理者

行政文書管理細則第１章第１第９項第２号に規定する部隊等副主任

文書管理者のほか、これに準ずる者として機関等主任保護管理者が認



める者とする。

⑶ 部隊等副主任保護管理者補

保護管理者を指導監督する者のほか、機関等主任保護管理者が必要

と認める者とする。

⑷ 機関等主任保護管理者は、次のアからウまでに掲げる場合は、速や

かにその旨を総括保護管理者に報告するものとする。

ア 第１号に掲げる部隊等主任文書管理者以外の者を部隊等主任保護

管理者として指定した場合

イ 第２号に掲げる部隊等副主任文書管理者以外の者を部隊等副主任

保護管理者として指定した場合

ウ 第３号に掲げる者を部隊等副主任保護管理者補として指定した場

合

第７ 機関等監査主任者（第１６条関係）

訓令第１６条第２項に規定する総括保護管理者が定める基準とは、行

政文書管理規則第１０条第１項に規定する機関等監査主任者のほか、機

関等主任保護管理者が監査を行わせるにふさわしいと認める者とする。

なお、機関等主任保護管理者は、機関等監査主任者を指定した場合、

速やかにその旨を総括保護管理者に報告するものとする。

第８ 部隊等監査主任者（第１７条関係）

訓令第１７条第１項に規定する総括保護管理者が定める基準とは、行

政文書管理細則第１章第１第９項第１号に規定する部隊等監査主任者の

ほか、機関等主任保護管理者が監査を行わせるにふさわしいと認める者

とする。

第９ 監査員（第１８条関係）

訓令第１８条第１項の規定により、監査員を指定又は解除するときの

標準的な様式は、別記様式第５のとおりとし、当該文書を交付すること

により行うものとする。

第10 個人情報等保護管理委員会（第１９条関係）

１ 個人情報等保護管理委員会（以下「委員会」という ）は、全部又は。

一部の委員をもって開催するものとする。

２ 委員会の庶務は、大臣官房文書課公文書監理室において処理する。

３ この通達に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が

定める。

第11 職員への教育研修（第２０条関係）

機関等主任保護管理者は、訓令第２０条に規定する保有個人情報等の

取扱いについて理解を深め、保有個人情報等の保護に関する意識の高揚

を図るための啓発その他保有個人情報等の安全管理等のための措置に関

し必要な教育研修について、教育研修を実施した翌年度の５月３１日ま

でに別記様式第６により総括保護管理者に報告するものとする。

第12 安全管理等のための措置等（第２２条及び第２３条関係）



１ 訓令第２２条第１項の規定により指定された個人情報ファイル等（以

下第１２及び第１３において同じ ）の担当者及び訓令第２３条第１項。

に規定する保有個人情報（以下第１２及び第１３において同じ ）に係。

る事務に従事する職員（以下「担当者等」という ）は、保有個人情報。

等を記録した媒体について鍵をかけることができる容器又は書庫（以下

「容器等」という ）に保管するものとする。ただし、次の各号に掲げ。

る場合には、当該各号に定める保管の方法によることができる。

⑴ 個人の秘密に属する事項（個人の内心、心身の状況、社会的経済活

動等個人に関する一般に知られていない事実であって、他に知られな

いことについて相当の利益を有する事項をいう。以下同じ ）を含ま。

ない保有個人情報等を記録した媒体を保管する場合は、外部から視認

することができない容器等に保管すること。

（ （ 、⑵ 保有個人情報等について電磁的記録媒体 電磁的記録 電子的方式

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

。 。） 。 。）作られる記録をいう 以下同じ に係る記録媒体をいう 以下同じ

に記録され、当該電磁的記録媒体が電子計算機と一体となっているた

めに鍵をかけることができる容器等に保管することが容易でない場合

は、当該電子計算機にパスワード、ＩＣカード、生体情報等により保

有個人情報等を利用する権限を有する者を識別する機能を設定するこ

と。

２ 担当者等は、保有個人情報等を関係職員以外の者が閲覧できる状態の

まま放置してはならない。

３ 担当者等は、保有個人情報等の漏えい、滅失又は毀損（以下「漏えい

等」という ）の防止のために必要な措置を講ずるものとする。。

４ 担当者等は、保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保

護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。

５ 担当者等は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報を定期に又は随

時に更新するものとする。

６ 担当者等は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報等が不要となっ

た場合には、文書及び図画にあっては当該保有個人情報等が記録される

部分を復元又は判読が不可能な方法により廃棄し、電磁的記録にあって

は当該保有個人情報等を確実に消去するものとする。

７ 前項の規定に基づく保有個人情報等の廃棄又は消去は、行政文書管理

規則第２５条第２項の規定による同意を得た後でなければ、これを行っ

てはならない。

８ 担当者等は、保有個人情報等の複製、送信、保有個人情報等が記録さ

れている媒体の部外への送付又は持出しその他の保有個人情報等の適切

な安全管理等に支障を及ぼすおそれのある行為をするとき、個人番号及

び特定個人情報を利用、提供又は交付しようとするときには、保護管理

者の許可を得るものとする。



９ 保護管理者は、前項の許可をするに当たっては、その都度行うものと

する。ただし、保有個人情報について、許可をその都度行うことにより

職務の遂行に支障が生じるときは 対象とする保有個人情報及び期間 １、 （

年未満に限る ）を定めるとともに、保有個人情報の取扱いに注意する。

よう指示した上で包括的に許可することができる。包括的な許可は、文

書により行うものとし、その標準的な書式は、別記様式第７のとおりと

する。

10 保護管理者は、関係職員以外の者の保有個人情報等へのアクセスを制

限するために必要な措置を講ずるものとする。

第13 保有個人情報等管理台帳（第２２条及び第２３条関係）

１ 保護管理者は、保有個人情報等を適切に管理するため保有個人情報等

管理台帳（以下単に「台帳」という ）を整備するものとする。ただし、。

保護管理者は、次の各号に掲げる保有個人情報等については、台帳を整

備しないことができる。

⑴ 犯罪の捜査等のために作成し、又は取得する保有個人情報等

⑵ 防衛省の職員若しくは職員であった者又はこれらに準ずる者（次号

において「防衛省の職員等」という ）に係る保有個人情報等（個人。

番号及び特定個人情報を除く。以下次号から第５号まで及び第３項に

おいて同じ ）であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関。

する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの（職員の採用試験に

関するものを含む ）。

、⑶ 防衛省の職員等の被扶養者や遺族等に係る保有個人情報等であって

専らその福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するも

の

⑷ 一年未満の期間内に消去することとなる記録情報のみを記録する保

有個人情報等

⑸ 本人の数が１００名に満たない保有個人情報等（個人の秘密に属す

る事項が記録されていないものに限る ）。

２ 前項に規定する台帳には、第１２第４項に規定する誤りの訂正等、第

１２第５項に規定する更新、第１２第６項に規定する廃棄又は消去、第

１２第８項の保護管理者の許可を必要とする行為及び保護管理者の確認

について記録するものとし、その標準的な書式は、別記様式第８のとお

りとする。

３ 前項の規定にかかわらず、個人の秘密に属する事項が記録されていな

い保有個人情報等については、保管場所、廃棄日等当該保有個人情報等

。の保管等の状況について確認できる内容を記録すれば足りるものとする

第14 個人情報の標記の表示（第２２条及び第２３条関係）

保護管理者は、担当者等に対し、保有個人情報等が記録された媒体に

ついて、その作成又は取得をした際に、別紙第１に定める標記を表示さ

せるものとする。



第15 情報システムにおける安全管理措置（第２２条及び第２３条関係）

保護管理者は、保有個人情報等の処理に係る情報システム（ハードウ

ェア、ソフトウェア（プログラムの集合体をいう 、ネットワーク又は。）

記憶媒体等で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うも

のをいう。以下同じ ）の設計書、構成図等の文書について、関係職員。

以外の者に知られることがないように、その保管、複製、廃棄等につい

て必要な措置を講ずるものとする。

第16 個人番号及び特定個人情報における安全管理等のための措置（第２２

条関係）

保護管理者は、個人番号及び特定個人情報を取扱う事務を実施する区

域を明確にし、物理的な安全管理等のための措置を講ずるものとする。

第17 個人情報電磁的記録の取扱い（第２２条及び第２３条関係）

１ 担当者等は、保有個人情報等の電磁的記録（注意電子計算機情報（取

扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて

（防防調第４６０８号。１９．４．２７）第８に定める注意電子計算機

情報をいう ）に該当する場合を除く。以下「個人情報電磁的記録」と。

いう ）について、次項及び第３項の措置を講ずるための機能を有する。

情報システム以外の情報システムでは取り扱ってはならない。

２ 担当者等は、個人情報電磁的記録を可搬記憶媒体に記録するに当たっ

ては、所定の暗号による秘匿措置を講じなければならない。ただし、当

該秘匿措置を講ずることにより職務の遂行に支障が生じると認められ、

かつ、当該個人情報電磁的記録の秘匿性等に応じた安全性確保のための

措置を講ずる場合（保護管理者の許可を得た場合に限る ）は、この限。

りでない。

３ 担当者等は、個人情報電磁的記録を送信するときは、第１２第８項の

規定によるほか、秘匿化の措置を講じなければならない。ただし、送信

による漏えいのおそれがないと認められる施設内において有線で行われ

る場合又は当該秘匿化の措置を講ずることにより職務の遂行に支障が生

じると認められ、かつ、当該個人情報電磁的記録の秘匿性等に応じた安

全性確保のための措置を講ずる場合（保護管理者の許可を得た場合に限

る ）は、この限りでない。。

４ 担当者等は、防衛省外において個人情報電磁的記録を電子計算機によ

り取り扱う必要がある場合には、日時、場所、目的及び当該機器の所有

者（防衛省、防衛省以外の政府機関、外国の政府機関等）を明らかにし

た上で、保護管理者の許可を得なければならない。また、個人情報電磁

的記録の取扱いが終了したときは、速やかに、取扱い時の状況について

保護管理者に報告しなければならない。

第18 点検（第２４条関係）

１ 保護管理者は、保有個人情報等の安全管理等の状況を常に把握すると

ともに、次の各号に掲げる事項について、目視、聞き取りその他の方法



により訓令第２４条第２項の規定に基づく定期点検及び臨時点検を行う

ものとする。

なお、保護管理者は、第１号に掲げる事項については別記様式第９に

より個人情報ファイルの安全管理等の状況の異常の有無等を、第２号か

ら第５号までに掲げる事項については任意の様式により保有個人情報等

（個人情報ファイルを除く。以下この項において同じ ）の安全管理等。

の状況の異常の有無等を、それぞれ所属する総括保護管理者、内部部局

の主任保護管理者又は機関等主任保護管理者に報告するものとする。

⑴ 第１３第１項の規定に基づき台帳を整備した個人情報ファイル及び

訓令第３４条第１項の規定に基づき個人情報ファイル簿を作成した個

人情報ファイルの保管等の状況

⑵ 前号に掲げるもの以外の保有個人情報等に係る記録媒体及びその保

管等の状況

⑶ 包括的な許可を得た保有個人情報に係る業務処理の手順等の状況

⑷ 総括保護管理者が必要に応じ別に定める事項

⑸ その他主任保護管理者等又は保護管理者が必要と認める事項

２ 主任保護管理者等は、前項の報告を受けたとき又は改善措置を実施し

たときは、速やかにその内容を総括保護管理者に報告するものとする。

第19 監査（第２５条関係）

１ 監査は、書面監査及び実地監査により行うものとする。

２ 書面監査は、原則として毎年度１回、監査責任者は内部部局における

全ての保護管理者を対象に、機関等監査主任者は当該機関等における全

ての保護管理者を対象に行うものとする。

３ 実地監査は、原則として３年を目途として、その期間（以下「計画期

間」という ）内に、監査責任者は内部部局における全ての保護管理者。

を対象に、機関等監査主任者は当該機関等における全ての保護管理者を

対象に行うものとする。

４ 監査責任者は、計画期間に係る実地監査計画を作成し、監査を受ける

保護管理者及び特に必要と認めた機関等の機関等主任保護管理者に通知

するものとする。

５ 機関等監査主任者は、計画期間に係る実地監査計画を作成し、監査を

受ける保護管理者及び特に必要と認めた部隊等の部隊等主任保護管理者

（以下「監査対象保護管理者等」という ）に通知するものとする。。

６ 前２項の実地監査計画には、次の各号に掲げる事項を記載するものと

する。

⑴ 実施時期

⑵ 監査対象保護管理者等名若しくは部隊等名

⑶ その他必要と認める事項

７ 機関等監査主任者は、第５項の実地監査計画を計画期間の初年度７月

３１日までに監査責任者に提出するものとする。



８ 機関等監査主任者は、第５項の実地監査計画を変更した場合には、速

やかに当該変更実地監査計画を監査対象保護管理者等に通知するととも

に、監査責任者に提出するものとする。

９ 訓令第２５条第１項に規定する機関等監査主任者が行う定期監査に関

し、訓令第２５条第３項に規定する機関等主任保護管理者及び監査責任

者に対する報告は、翌年度４月３０日までに行うものとする。

10 訓令第２５条第８項に規定する監査責任者が行う報告は、前項の報告

を受けた後遅滞なく行うものとする。

11 その他監査の実施に関し必要な事項は、監査責任者が定める。

（ ）第20 保有個人情報又は特定個人情報に係る漏えい等の報告 第２６条関係

１ 訓令第２６条第２項に規定する報告の標準的な様式は、次の各号に掲

げる報告に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

⑴ 訓令第２６条第２項第１号から第４号までに規定する保有個人情報

に係る報告 別記様式第１０

⑵ 訓令第２６条第２項第５号から第８号までに規定する特定個人情報

に係る報告 別記様式第１１

⑶ 訓令第２６条第２項第９号に規定する報告 別記様式第１２

、２ 訓令第２６条第４項第３号に規定する総括保護管理者が定める日とは

保護管理者が当該事態を知った日以降、総括保護管理者と協議して定め

る日とする。

３ 訓令第２６条第２項第１号から第８号までに規定する報告は、第１項

第１号又は第２号に掲げる報告のほか、第３号に掲げる様式を用いて、

前項に掲げる日までに、総括保護管理者に報告するものとする。

第21 仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等及び匿名加工情報に係る漏

えい等の報告（第２６条関係）

１ 保護管理者は、仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等及び匿名加

工情報（以下第２１において「仮名加工情報等」という ）の漏えい等。

が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、直ちに適切

な措置を講ずるとともに、当該事態が生じた旨を順序を経て総括保護管

理者に報告しなければならない。

２ 保護管理者は、前項の規定による報告をする場合には、当該事態を知

った後、直ちに、当該事態に関する次に掲げる事項（報告をしようとす

る時点において把握しているものに限る ）を報告しなければならない。。

⑴ 概要

⑵ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある仮名加工情報等の項

目

⑶ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある仮名加工情報等に係

る本人の数

⑷ 原因

⑸ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容



⑹ 公表の実施状況

⑺ 再発防止のための措置

⑻ その他参考となる事項

３ 大臣官房の保護管理者及び主任保護管理者等は、前項に規定する報告

のほか、保護管理者が当該事態を知った日以降、総括保護管理者と協議

して定める日までに、別記様式第１２により総括保護管理者に報告しな

ければならない。

第22 保有個人情報の利用又は提供（第２７条関係）

訓令第２７条第４項に規定する総括保護管理者の定める措置とは、次

に掲げる措置とする。

⑴ 利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を設ける措置

⑵ 漏えい等の防止の措置

⑶ 行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、提供前又

は随時に実地の調査等を行い、安全管理等の状況を確認してその結果

を記録するとともに、改善要求等を行う措置

⑷ その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置

第23 業務の委託（第２８条関係）

１ 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、当

該委託業務に係る保有個人情報等の内容、当該委託業務の内容等に応

じ、契約条項中に別紙第２に示す契約条項の基準に基づく規定を設け

るものとする。

、２ 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者に行わせる場合は

事前に派遣労働者から、保有個人情報等を適正に取扱う旨を誓約する

書面を提出させるものとする。

３ 保護管理者は、保有個人情報等が記録されている媒体の廃棄及び消

去を委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む ）には、必要。

に応じて関係職員を廃棄及び消去に立ち会わせ又は写真等を付した廃

棄及び消去を証明する書類を受け取るなど、委託先において廃棄及び

消去が確実に行われていることを確認するものとする。

第24 外的環境の把握（第２７条、第２８条及び第２９条関係）

保護管理者は、保有個人情報が外国において取り扱われる場合、当該

外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の

安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第25 匿名加工情報の提供のための手続（第３０条関係）

１ 訓令第３０条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適

切な方法により行うものとする。

２ 訓令第３０条の規定による明示は、電子メールを送信する方法又は書

面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

第26 個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求（第３１条関係）

訓令第３１条に規定する総括保護管理者の定める措置とは、次に掲げ



る措置のうち、保護管理者が必要と認める措置とする。

⑴ 利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を設ける措置

⑵ 漏えい等の防止の措置

⑶ 提供に係る個人関連情報の取扱者の範囲を限定する措置

⑷ 第三者への再提供の制限又は禁止の措置

⑸ 消去や返却等利用後の取扱いの指定の措置

⑹ 提供に係る個人関連情報の取扱い状況に関する報告の要求等の措置

⑺ その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置

第27 非常時における対応措置（第３２条関係）

１ 非常時における対応措置とは、例えば、保有個人情報等が記録されて

いる媒体が速やかに搬出可能である場合に保護管理者の指示に従い可能

な限り当該媒体を持ち出すこと等をいう。

２ 非常時における対応措置を行った場合、その原因が消滅したときは、

速やかに第１２から第１７までに定める安全管理等のための措置に復帰

するよう努めるものとする。

第28 適用除外

１ 保護管理者は、防衛医科大学校病院、自衛隊中央病院及び自衛隊地区

病院並びに防衛大学校、防衛医科大学校、陸上自衛隊、海上自衛隊及び

航空自衛隊の施設で医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第

２項に規定する診療所に該当するものにおいて、診療に関する事項を記

録する保有個人情報であって 「医療・介護関係事業者における個人情、

報の適切な取扱いのためのガイダンス （厚生労働省）に定める医療・」

介護関係事業者が講ずべき安全管理措置等に準じて個人情報の適切な管

理のために必要な措置を講じる保有個人情報については、第１２第１項

及び第８項、第１３並びに第１４の規定にかかわらず、当該規定を適用

しないことができる。

２ 保護管理者は、特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０

８号）第３条第１項に規定する特定秘密、日米相互防衛援助協定等に伴

う秘密保護法（昭和２９年法律第１６６号）第１条第３項に規定する特

（ ）別防衛秘密及び秘密保全に関する訓令 平成１９年防衛省訓令第３６号

第２条第１項に規定する秘密に係る保有個人情報等については、第１２

第１項及び第８項並びに第１３の規定にかかわらず、当該規定を適用し

ないことができる。

３ 保護管理者は、防衛省本省の職員又は職員であった者に係る保有個人

情報であって、職員への連絡又は啓発等を目的とし、かつ、利用するこ

とについて本人から同意を得ている保有個人情報については、第１２第

１項、第１３及び第１４の規定にかかわらず、当該規定を適用しないこ

とができる。

４ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２

号）第５条第１号ただし書に該当する個人に関する情報により構成され



る保有個人情報については、この通達を適用しないことができる。

第29 経過措置

１ この通達の施行の際現にある防衛省本省の保有する個人情報及び個人

番号の安全確保等に関する訓令の実施について（防官文第４５１２号。

． ． ） （ 「 」 。）２５ ３ ２８ による改正前の様式 次項において 旧様式 という

により使用されている書類は、この通達による改正後の様式によるもの

とみなす。

、 、２ この通達の施行の際現にある旧様式による用紙については 当分の間

これを取り繕って使用することができる。

３ この通達の施行前の「防衛省本省の保有する個人情報及び個人番号の

安全確保等に関する訓令の実施について」の第７の規定は、この通達に

よる改正後の「防衛省本省における保有個人情報等の安全管理等に関す

る訓令の実施について」の第１９の規定にかかわらず、令和５年３月３

１日までの間、なお従前の例によることができる。



別記様式第１

保護責任者指定（解除）書

所属

官職 氏名

防衛省本省における保有個人情報等の安全管理等に関する訓令（令和４年防衛省訓

令第２９号）第１２条第１項の規定による保護責任者に指定する（の指定を解く 。）

防官文第６１７４号（令和４年３月３０日）第４第２項の規定により行わせること

とする事務の範囲は、次のとおりとする。

○○室（班・係）に所属する担当者等が保管する保有個人情報等に関し、防官文

第６１７４号（令和４年３月３０日）第１２第４項から第６項まで、第８項から第

１０項まで、第１３第１項、第１４から第１６まで、第１７第２項から第４項まで

及び第２８第１項から第３項までに規定する事務

ただし、保護責任者に指定する期間は、別に示す場合を除き、人事発令等により

命ぜられた職務に従事する期間に限り、その職務を解かれた日をもって保護責任者

の指定を解く。

令和 年 月 日

保護管理者

（官職・氏名）



別記様式第２

保護責任者指定変更書

所属

官職 氏名

防官文第６１７４号（令和４年３月３０日）第４第２項の規定により行わせること

とした事務の範囲を次に掲げる事務に変更する。

（記入例）

○○室（班・係）に所属する担当者等が保管する保有個人情報等に関し、防

官文第６１７４号（令和４年３月３０日）第○第○項に規定する事務

令和 年 月 日

保護管理者

（官職・氏名）



別記様式第３

保護責任者補助者指定（解除）書

所属

官職 氏名

防衛省本省における保有個人情報等の安全管理等に関する訓令（令和４年防衛省訓

令第２９号）第１３条の規定による保護責任者補助者に指定する（の指定を解く 。）

防官文第６１７４号（令和４年３月３０日）第５の規定により行わせることとする

事務の範囲は、次のとおりとする。

○○室（班・係）に所属する担当者等が保管する保有個人情報等に関し、防官文

第６１７４号（令和４年３月３０日）第１２第４項から第６項まで、第８項から第

１０項まで、第１３第１項、第１４から第１６まで、第１７第２項から第４項まで

及び第２８第１項から第３項までに規定する保護責任者の事務の補助

ただし、保護責任者補助者に指定する期間は、別に示す場合を除き、人事発令等

により命ぜられた職務に従事する期間に限り、その職務を解かれた日をもって保護

責任者補助者の指定を解く。

令和 年 月 日

保護管理者

（官職・氏名）



別記様式第４

保護責任者補助者指定変更書

所属

官職 氏名

防官文第６１７４号（令和４年３月３０日）第５の規定により行わせることとした

事務の範囲を次に掲げる事務に変更する。

（記入例）

○○室（班・係）に所属する担当者等が保管する保有個人情報等に関し、防

官文第６１７４号（令和４年３月３０日）第○第○項に規定する事務の補助

令和 年 月 日

保護管理者

（官職・氏名）



別記様式第５

監査員指定（解除）書

所属

官職 氏名

防衛省本省における保有個人情報等の安全管理等に関する訓令（令和４年防衛省訓

令第２９号）第１８条第１項の規定に基づき、監査員に指定する（の指定を解く 。）

令和 年 月 日

監査責任者（機関等監査主任者・部隊等監査主任者）

（官職・氏名）



別記様式第６

教育研修実施結果報告

［実施年度： ］ 機関等主任保護管理者：

１ 教育研修の実施内容

２ 教育研修の実施範囲

３ 次年度の教育研修に

向けた改善点



記 載 要 領

１ 「教育研修の実施内容」欄には、主な教育研修内容を可能な限り具体的かつ詳細

に記載する。また、教育研修資料について併せて提出するものとする。

２ 「教育研修の実施範囲」欄には、教育研修対象組織又は教育研修対象者及び参加

人員を記載するものとする。

３ 「次年度の教育研修に向けた改善点」欄には、改善事項等を簡潔に記載するもの

とする。



別記様式第７

保有個人情報の包括的許可について

保有個人情報の名称 媒体の 保管場所 担当者等 廃棄期日

種 類

防官文第６１７４号（令和４年３月３０日）第１２第９項の規定に基づき包括的

に許可する。

保護管理者

（官職・氏名）

包括的に許可を与えた日：

恒常的に行為等を行う者：

行為等区分 ：

期間 ：



記 載 要 領

保有個人情報の包括的許可について（別記様式第７）の記載要領は、次のとおりと

する。

１ 「媒体の種類」欄

個人情報が記録されている媒体の種類（紙媒体、電磁的記録媒体等）を記載す

る。

２ 「保管場所」欄

(1) 紙媒体については、保管場所となるロッカー、キャビネット等の位置、番号、

記号等を記載する。

、 （ 、(2) 電磁的記録を可搬記憶媒体に保存する場合は 当該可搬記憶媒体の種類 ＣＤ

ＭＯ、ＦＤ等）を記載した上で、当該可搬記憶媒体の保管場所となるロッカー、

キャビネット等の位置、番号、記号等を記載する。

、「 」(3) 電磁的記録を電子計算機の内蔵ハードディスクに保存する場合は 内蔵ＨＤ

と記載した上で保存するハードディスクを内蔵するパソコンのホスト名等を記載

する。

３ 「担当者等」欄

第１２第１項に規定する担当者等の氏名を記載する。

４ 恒常的に行為等を行う者

当該行為等を行う者の氏名を記載する。

５ 行為等区分

第１２第８項に規定する行為のうち、包括的な許可を与える行為の内容を記載す

る。

６ 期間

包括的な許可を与える期間を記載する。



別記様式第８

保有個人情報等管理台帳

保有個人情報等の名称 区 分 媒体の 保管場所 担当者等 廃棄日
種 類

事務の範囲

行為等 年月日 行為等を行う者 行為等の目的 返 却 保護管理
年月日 者等確認

包括的許可



記 載 要 領

保有個人情報等管理台帳（別記様式第８）の記載要領は、次のとおりとする。

１ 「保有個人情報等の名称」欄
保有個人情報等の名称について、記載すること。

２ 「区分」欄
保有個人情報等の内容に応じて、次の区分により該当する保有個人情報等名を記

入する。
⑴ 保有個人情報
⑵ 個人情報ファイル
⑶ 仮名加工情報
⑷ 行政機関等匿名加工情報等
⑸ 匿名加工情報
⑹ 個人番号及び特定個人情報

３ 「媒体の種類」欄
個人情報等が記録されている媒体の種類（紙媒体、電磁的記録媒体等）を記載する。

４ 「保管場所」欄
⑴ 媒体については、保管場所となるロッカー、キャビネット等の位置、番号、記
号等を記載する。

、 （ 、⑵ 電磁的記録を可搬記憶媒体に保存する場合は 当該可搬記憶媒体の種類 ＣＤ
ＭＯ、ＦＤ等）を記載した上で、当該可搬記憶媒体の保管場所となるロッカー、
キャビネット等の位置、番号、記号等を記載する。

、「 」⑶ 電磁的記録を電子計算機の内蔵ハードディスクに保存する場合は 内蔵ＨＤ
と記載した上で保存するハードディスクを内蔵するパソコンのホスト名等を記載
する。

５ 「担当者等」欄
第１２第１項に規定する担当者等の氏名を記載する。

６ 「事務の範囲」欄
個人番号を取り扱う場合に記載する。

７ 「行為等」欄
第１２第８項に規定する行為及び誤りの訂正等（以下「行為等」という ）の別。

を記載する。

８ 「行為等を行う者」欄
行為等を行う者の氏名を記載する。

９ 「行為等の目的」欄
行為等の目的を、できる限り分かりやすい表現で簡潔に記載する。

10 「保護管理者等確認」欄
第１３第２項の規定に基づき保護管理者等が確認した旨を記録する。

11 「包括的許可」欄
第１２第９項の規定に基づき包括的に許可された場合は、○印を記載する。

12 その他
担当者等が、第１２第９項の規定に基づき包括的に許可された場合は、許可され

た行為等について 「行為等」欄 「年月日」欄 「行為等を行う者」欄及び「行為、 、 、
等の目的」欄の記載を省略することができる。



別記様式第９

個人情報ファイルの安全管理等の状況点検様式

①番号 ②保有課等名 ③保有開始年月 ④個人情報ファイルの名称 ⑤媒体の種類

個人情報ファイル簿
⑥記録情報の本人の概数 ⑦利用目的 ⑧保存場所 ⑨保存期間満了日 ⑩

作成の有無

⑪記録項目 ⑫要配慮個人情報の有無 ⑬個人番号の有無 ⑭記録範囲

保有個人情報及び個人番号の取
⑮記録情報の収集方法 ⑯記録情報の経常的提供先 ⑰

扱いに係る業務の委託の有無

⑱個人情報保護法第６９条に該当する ⑲個人情報保護法第７１条に該当する個人情報ファ

個人情報ファイル イル

㉒異常の有無⑳仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等 ㉑行政機関等匿名加工情報に係る提

及び匿名加工情報の取扱いに係る業務の委 案募集対象の該当・非該当の別

託の有無



記 載 要 領

個人情報ファイルの安全管理等の状況点検様式（別記様式第９）の記載要領は、次

のとおりとする。

１ 「⑤媒体の種類」欄は 「電磁（的記録媒体 」又は「紙（媒体 」の区分を記入、 ） ）

する。

「 」 、 。２ ⑨保存期間満了日 欄は 当該個人情報ファイルの保存期間満了日を記入する

「 」 、 、３ ⑩個人情報ファイル簿作成の有無 欄は 訓令第３４条第１項の規定に基づき

当該個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成した場合は「有」と、作

成していない場合は「無」と記入する。

４ 「⑪記録項目」欄は 「⑩個人情報ファイル簿作成の有無」欄に「有」と記入し、

た場合又は「⑫要配慮個人情報」欄に「有」と記入した場合、当該個人情報ファイ

ル簿に記載されている事項について記入する。

５ 「⑫要配慮個人情報の有無」欄は 「⑪記録項目」中に、個人情報保護法第２条、

第３項に規定する要配慮個人情報が含まれている場合は「有」と、含まれていない

場合は「無」と記入する。

６ 「⑬個人番号の有無」欄は 「⑪記録項目」中に、個人番号が含まれている場合、

は「有」と、含まれていない場合は「無」と記入する。

７ 「⑭記録範囲 「⑮記録情報の収集方法」及び「⑯記録情報の経常的提供先」欄」、

は 「⑩個人情報ファイル簿作成の有無」欄に「有」と記入した場合に、当該個人、

情報ファイル簿に記載されている事項について記入する。

８ 「⑰保有個人情報及び個人番号の取扱いに係る業務の委託の有無」欄は、次の区

分により該当する数字等を記入する。

⑴ 保有個人情報及び個人番号の取扱いに係る業務を委託している場合は「１」

⑵ 前号に掲げる場合であって、委託先が外国の事業者である場合は「２」

⑶ 保有個人情報及び個人番号の取扱いに係る業務を再委託している場合は「３」

⑷ 前号に掲げる場合であって、再委託先が外国の事業者である場合は「４」

⑸ 前各号のいずれにも該当しない場合は「―」

９ 「⑱個人情報保護法第６９条に該当する個人情報ファイル」欄は、次の区分によ

り該当する数字等を記入する。

⑴ 個人情報保護法第６９条第１項に基づく利用目的以外の目的のために利用・



提供した場合は「１」

⑵ 個人情報保護法第６９条第２項に基づく利用目的以外の目的のために利用・

提供した場合であって同項第１号（本人の同意等）に該当する場合は「２」

⑶ 個人情報保護法第６９条第２項に基づく利用目的以外の目的のために利用・

提供した場合であって同項第２号（内部利用）に該当する場合は「３」

⑷ 個人情報保護法第６９条第２項に基づく利用目的以外の目的のために利用・

提供した場合であって同項第３号（他の行政機関等）に該当する場合は「４」

⑸ 個人情報保護法第６９条第２項に基づく利用目的以外の目的のために利用・

提供した場合であって同項第４号（特別の理由等）に該当する場合は「５」

⑹ 前各号のいずれにも該当しない場合は「―」

10 「⑲個人情報保護法第７１条に該当する個人情報ファイル」欄は、個人情報保護

法第７１条に基づき外国にある第三者へ提供した場合は、次の区分により該当する

数字等を記入する。ただし、複数に該当する場合は、それぞれの数字を記入するも

のとし、提供していない場合は「―」と記入する。

⑴ 法令に基づく場合は「１」

⑵ 本人の同意を得た場合は「２」

（ ） 「 」⑶ 個人情報保護法第６９条第２項第４号 特別の理由等 に該当する場合は ３

11 「⑳仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等及び匿名加工情報の取扱いに係る

業務の委託の有無」欄は、次の区分により該当する数字等を記入する。ただし、複

数に該当する場合は、それぞれ記入するものとし、該当がない場合は「無」と記入

する。

⑴ 仮名加工情報の取扱いに係る業務を外部に委託している場合は「１」

⑵ 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに係る業務を外部に委託している場合は

「２」

⑶ 匿名加工情報の取扱いに係る業務を外部に委託している場合は「３」

12 ㉑行政機関等匿名加工情報に係る提案募集対象の該当・非該当の別 欄は ⑩「 」 、「

個人情報ファイル簿作成の有無」欄に「有」と記入した場合であって、訓令第３４

条第６項の規定に基づき、個人情報ファイル簿に個人情報保護法第１１０条各号に

掲げる事項を記載している場合は「該当」と、記載していない場合は「非該当」と

記入する。

13 「㉒異常の有無」欄は、個人情報ファイルの安全管理等の状況について点検した



、 、 、 「 」 。結果 異常がある場合は その内容を記入し 異常がない場合は 無 と記入する

特に 「⑩個人情報ファイル簿作成の有無」欄に「有」と記入した個人情報ファ、

イルについては、当該個人情報ファイルと個人情報ファイル簿を相互に点検し、個

人情報ファイル簿の記載内容に誤りがないか確認するものとする。



別記様式第１０

保有個人情報の漏えい等に係る報告書

（訓令第２６条第２項第１号から第４号関係）

１ 報告種別（該当する□に印をつけること ）。

⑴ 新規又は続報の別：□ 新規 □ 続報 前回報告： 年 月 日（発簡番号）

⑵ 速報又は確報の別：□ 速報 □ 確報

２ 報告の概要

⑴ 事態の概要（該当する□に印をつけること ）。

ア 発生日： 年 月 日

イ 発覚日： 年 月 日

ウ 発生事案： □漏えい □漏えいのおそれ

□滅失 □滅失のおそれ

□毀損 □毀損のおそれ

エ 発見者：□ 自組織／委託先 □ 取引先

□ 取引先以外の外部指摘（例：国民等からの指摘）

□ カード会社／決済代行会社

□ その他（ ）

オ 訓令第２６条第２項各号該当性：□ 第１号（要配慮個人情報）

□ 第２号（財産的被害）

□ 第３号（不正の目的）

□ 第４号（百人超）

□ 第９号（上記に該当しない場合の報告）

カ 報告者に個人情報の取扱いを委託した者（委託元）の有無：

□有（名称： ）

（住所： ）

（電話： ）

□無

キ 報告者から個人情報の取扱いの委託を受けた者（委託先）の有無：

□有（名称： ）

（住所： ）

（電話： ）

□無

ク 事実経過：

(ｱ) 概要：

(ｲ) 発覚の経緯・発覚後の事実経過（時系列 ：）



(ｳ) 外部機関による調査の実施状況：

（訓令第２６条第２項第３号に該当する場合のみ記載）

□ 実施済（実施中 【依頼日： 年 月 日】）

□ 実施予定【依頼予定日： 年 月 日】

□ 検討中

□ 予定なし

（詳細： ）

⑵ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報の項目（該当する□に

印をつけること ）。

ア 媒体：□ 紙 □ 電子媒体 □ その他（ ）

イ 種類：□ 国民等 □ 職員 □ その他（ ）

ウ 項目：□ 氏名 □ 生年月日 □ 性別

□ 住所 □ 電話番号 □ メールアドレス

□ クレジットカード情報 □ パスワード

□ その他（ ）

⑶ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報に係る本人の数

（ ）人 うちクレジットカード情報含む（ ）人

⑷ 発生原因（該当する□に印を付けること）

ア 主体：□報告者 □委託先 □ 不明

イ 原因：□不正アクセス

（攻撃箇所： ）（ ）

（攻撃手法： ）（ ）

□誤交付 □誤送付（メール含む）

□誤廃棄 □紛失 □ 盗難 □ 職員不正

□その他（ ）

ウ 詳細：

⑸ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容（該当する□に印をつけること ）。

ア 有無：□ 有 □ 無 □ 不明

イ 詳細：

⑹ 本人への対応の実施状況（該当する□に印をつけること ）。

ア 本人への対応（通知を含む ：□ 対応済（対応中）。）

□ 対応予定

□ 予定なし

イ 詳細（予定なしの場合は、その理由を記載 ：）



⑺ 公表の実施状況（該当する□に印を付けること ）。

ア 事案の公表：□ 実施済【公表日： 年 月 日】

□ 実施予定【公表予定日： 年 月 日】

□ 検討中

□ 予定なし

イ 公表方法： □ ホームページに掲載 □ 記者会見

□ 報道機関等への資料配布

□ その他（ ）

ウ 公表文：

⑻ 再発防止のための措置

ア 実施済の措置：

イ 今後実施予定の措置（長期的に講ずる措置を含む ）及び完了予定時期：。

⑼ その他参考となる事項：



記 載 要 領

保有個人情報の漏えい等に係る報告書（別記様式第１０）の記載要領は、次のとおりと

する。

１ 別記様式第１０の各項目について、該当する事項について、記入する。ただし、報告

をしようとする時点において把握しているものに限る。

２ 続報として報告する場合には、前回報告から記載を変更した箇所に下線を引くこと。

３ 第２項第７号の「公表文」には、公表を予定している場合、公表予定の文案を記載又

は添付すること。

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。



別記様式第１１

特定個人情報の漏えい等に係る報告書

（訓令第２６条第２項第５号から第８号関係）

１ 報告種別（該当する□に印をつけること ）。

⑴ 新規又は続報の別：□ 新規 □ 続報 前回報告： 年 月 日（発簡番号）

⑵ 速報又は確報の別：□ 速報 □ 確報

２ 報告事項

⑴ 事態の概要（該当する□に印をつけること ）。

ア 発生日： 年 月 日

イ 発覚日： 年 月 日

ウ 事務の内容：□個人番号利用事務 □個人番号関係事務 □その他

エ 事務の名称：

オ 特定個人情報保護評価の実施の有無：□実施（義務） □実施（任意）

□実施していない

カ 評価の種類：□基礎項目評価 □重点項目評価 □全項目評価

キ 発生事案： □漏えい □漏えいのおそれ

□滅失 □滅失のおそれ

□毀損 □毀損のおそれ

□番号法第９条違反 □番号法第９条違反のおそれ

□番号法第１９条違反 □番号法第１９条違反のおそれ

□その他（ ）

ク 発見者： □報告者 □委託者 □その他（ ）

ケ 訓令第２６条第２項各号該当性：

□ 第５号（情報提供ネットワークシステム等）

□ ア 情報提供ネットワークシステム及びこれに接続された電子計算機に記

録された特定個人情報

□ イ 保護管理者が個人番号利用事務を処理するために使用する情報システ

ムにおいて管理される特定個人情報

人番号関係事務を処理するために使用する情報システム□ ウ 保護管理者が個

並びに保護管理者から個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者

が当該個人番号関係事務を処理するために使用する情報システムにおいて

管理される特定個人情報

□ 第６号（不正の目的）

□ ア 不正の目的をもって行われたおそれがある特定個人情報の漏えい等が発生

し、又は発生したおそれがある事態

□ イ 不正の目的をもって、特定個人情報が利用され、又は利用されたおそれがある

事態

□ ウ 不正の目的をもって、特定個人情報が提供され、又は提供されたおそれがある

事態



□ 第７号（不特定多数の者に閲覧）

百人超）□ 第８号（

ア 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある特定個人情報□

□ イ 番号法第９条の規定に反して利用され、又は利用されたおそれがある個

人番号を含む特定個人情報

□ ウ 番号法第１９条の規定に反して提供され、又は提供されたおそれがある

特定個人情報

□ 第９号（上記に該当しない場合の報告）

コ 報告者に特定個人情報の取扱いを委託した者（委託元）の有無：

□有（名称： ）

（住所： ）

（電話： ）

□無

サ 報告者から特定個人情報の取扱いの委託を受けた者（委託先）の有無：

□有（名称： ）

（住所： ）

（電話： ）

□無

シ 事実経過：

(ｱ) 概要：

(ｲ) 発覚の経緯・発覚後の事実経過（時系列 ：）

(ｳ) 外部機関による調査の実施状況（訓令第２６条第２項第６号に該当する

場合のみ記載 ：）

□ 実施済（実施中 【依頼日： 年 月 日】）

□ 実施予定【依頼予定日： 年 月 日】

□ 検討中

□ 予定なし

（詳細： ）

⑵ 特定個人情報の項目（該当する□に印をつけること ）。

ア 媒体：□ 紙 □ 電子媒体 □ その他（ ）

イ 種類：□ 国民情報 □ 職員情報 □ その他（ ）

ウ 項目：□ 氏名 □ 生年月日 □ 性別

□ 住所 □ 電話番号 □ メールアドレス

□ パスワード □ その他（ ）



⑶ 特定個人情報に係る本人の数

（ ）人

⑷ 発生原因（該当する□に印を付けること）

ア 主体：□報告者 □委託先 □ 不明

イ 原因：□不正アクセス

（攻撃箇所： ）（ ）

（攻撃手法： ）（ ）

□誤交付 □誤送付（メール含む）

□誤廃棄 □紛失 □ 盗難 □ 不正利用

□不正提供 □その他（ ）

ウ 詳細：

⑸ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容（該当する□に印をつけること ）。

ア 有無：□ 有 □ 無 □ 不明

イ 詳細：

⑹ 本人への対応の実施状況（該当する□に印をつけること ）。

ア 本人への対応（通知を含む ：□ 対応済（対応中）。）

□ 対応予定

□ 予定なし

イ 詳細（予定なしの場合は、その理由を記載 ：）

⑺ 公表の実施状況（該当する□に印を付けること ）。

ア 事案の公表：□ 実施済【公表日： 年 月 日】

□ 実施予定【公表予定日： 年 月 日】

□ 検討中

□ 予定なし

イ 公表方法： □ ホームページに掲載 □ 記者会見

□ 報道機関等への資料配布

□ その他（ ）

ウ 公表文：

⑻ 再発防止のための措置：

ア 実施済の措置：



イ 今後実施予定の措置（長期的に講ずる措置を含む ）及び完了予定時期：。

⑼ その他参考となる事項：



記 載 要 領

特定個人情報の漏えい等に係る報告書（別記様式第１１）の記載要領は、次のとおり

とする。

１ 別記様式第１１の各項目について、該当する事項について、記入する。ただし、報告

をしようとする時点において把握しているものに限る。

２ 続報として報告する場合には、前回報告から記載を変更した箇所に下線を引くこと。

３ 第２項第７号の「公表文」には、公表を予定している場合、公表予定の文案を記載又

は添付すること。

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。



別記様式第１２

（機関等名）における漏えい等に係る報告書（第○報）

（訓令第２６条第２項第９号及び通達第２１関係）

１ 事態の内容

２ 事態の対象となった行政文書

⑴ 行政文書の特定

ア 保護管理者（部局・課室）

イ 保有個人情報等の名称

ウ 行政文書ファイル作成年度

エ 保存期間

オ 漏えい等の範囲

カ 保存期間満了後の措置（ＲＳ確認日）

⑵ 廃棄同意の有無

⑶ 事態の対象となった保有個人情報等の目的・項目

３ 事態の概要

⑴ 事態発覚の経緯・端緒

⑵ 対象保有個人情報等の探索・検索の確認等の対応状況

⑶ 総括保護管理者等への報告時期

⑷ 大臣官房文書課公文書監理室以外の通報先内部部局名（主管部局名）

４ 事態への対応

⑴ 当該行政文書復旧の有無及び復旧方法

⑵ 他の保有個人情報等の安全管理等の状況の確認の範囲

⑶ 公表及び本人への通知の有無及びその方法

５ 発生部署における保有個人情報等の安全管理等のための措置

⑴ 定期点検及び臨時点検の実施状況

⑵ 定期監査及び臨時監査の実施状況

⑶ 関係者に係る教育研修の受講状況及び当該機関等における教育研修の実施状況

６ 発生原因等

⑴ 漏えい等の時期

⑵ 発生原因

⑶ 発生原因が誤廃棄の場合の手続

７ 再発防止措置

８ その他

⑴ 関係者の懲戒処分等の状況

⑵ その他



記 載 要 領

訓令第２６条第２項第９号及び通達第２１に規定する漏えい等に係る報告書（別記様式

第１２）の記載要領は、次のとおりとする。

１ 別記様式第１２の各項目について、該当する事項について、記入する。ただし、報告

をしようとする時点において把握しているものに限る。

２ 続報として報告する場合には、前回報告から記載を変更した箇所に下線を引くこと。

３ 第１項の「事態の概要」には、部署、漏えい等の区分等を記入する。

４ 第２項の「行政文書の特定」欄は、行政文書ファイル管理簿を添付することにより、

記入を省略することができる。

５ 第２項第１号イの「保有個人情報等の名称」欄には、事態の対象となった行政文書フ

ァイル等の名称を記入する。

６ 第２項第１号オの「漏えい等の範囲」欄には、当該事態における保有個人情報等の漏

えい等の範囲について 「一部」又は「全部」等を記入する。、

７ 第２項第２号の「廃棄同意の有無」欄において、廃棄協議に係る手続きが行われてい

ない場合は、ＲＳ確認の状況等を記入する。

８ 第３項第１号の「事態発覚の経緯・端緒」欄には、事態発覚の時期（日時）及び場所

等がわかるように記入する。

９ 第３項第２号の「対象保有個人情報等の探索・検索の確認等の対応状況」欄の記入に

当たり、保有個人情報等の滅失が原因である場合など、保有個人情報等の探索を行う必

要がある場合は、主任保護管理者等は、速やかに大臣官房文書課公文書監理室と調整を

行うものとする。この場合、滅失の把握から遅くとも２週間以内に第１報を行うものと

する。ただし、探索等の範囲が広いなどの事情により探索に時間を要する場合などはそ

の旨を官房文書課公文書監理室と調整するものとする。

第３項第３号の「総括保護管理者等への報告時期」欄の記入に当たり、主任保護管理10
者等は、保護管理者の報告を受けてから速やかに内容の確認を行い、１週間以内に総括

保護管理者へ第１報を行うものとする。

第４項第１号の「当該行政文書復旧の有無及び復旧方法」欄において、当該行政文書11
を復旧できない場合は、業務への影響を記入する。

第４項第２号の「他の保有個人情報等の安全管理等の状況の確認の範囲」欄の記入に12
当たり、他に同様の事態がないことを確認するものとする。

第４項第３号の「公表及び本人への通知の有無及びその方法」欄において、公表及び13
本人への通知をしない場合は、その理由を記入するものとする。

第５項の「発生部署における保有個人情報等の安全管理等のための措置」欄について14
は、当該事態発生以前の保有個人情報等の安全管理等のための措置について記入するも

のとする。なお、事態発生後の取組については、第７項の「再発防止措置」欄へ記入す

ること。

第５項第１号の「定期点検及び臨時点検の実施状況」欄には、当該点検結果について15
記入するものとする。

第５項第２号の「定期監査及び臨時監査の実施状況」欄には、当該監査結果について16
記入するものとする。



第５項第３号の「関係者に係る教育研修の受講状況及び当該機関等における教育研修17
の実施状況」欄には、当該教育研修内容についても記入するものとする。

第６項第１号の「漏えい等の時期」欄の記入にあたり、漏えい等の時期の特定が困難18
な場合は、いつの点検等の時点において当該保有個人情報の存在を確認していたか、当

該期間内での廃棄手続、担当者等への聞き取り結果等、漏えい等の発生時期の特定に資

する事実を記入するものとする。

第６項第２号の「発生原因」欄には、当該事態発生時における安全管理措置上の問題19
点についても記入するものとする。

第６項第３号の「発生原因が誤廃棄の場合の手続」欄には、当該事態が発生した部署20
における保有個人情報等の廃棄の実施手続を記入するものとする。

第７項の「再発防止措置」欄には、前項の発生原因等を踏まえた再発防止措置につい21
て、事態発生後の取組を具体的に記入するものとする。また同様の事態が発生し得る部

署への改善措置及び事態の内容に応じて必要な場合は組織的な改善措置等を含むものと

する。

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。22

※ 漏えい等の第１報を行った後、当該漏えい等に係る調査の進捗状況等について、第

２報を２週間以内に、それ以降は月１回程度報告を行うこと。



別紙第１

１ 標記 （色：赤色調）

3.6㎝

1.8㎝
個 人 情 報

２ 標記の表示要領等

⑴ 上記の標記の色及び大きさで表示することが困難な場合は、適宜の大きさ及び

他の色で表示させることができる。

⑵ 表示については、次のとおり行う。

ア 文書、図画（以下「文書等」という ）。

原則として次の全ての箇所に行う。

(ｱ) 文書等の１枚目の右上余白部分とし、かがみ文書と添付書類から成る文書

であって、かがみ文書及び添付書類の双方に個人情報等が記録されている文

書又は添付書類のみに個人情報等が記録されている文書については、付紙に

定めるところによりかがみ文書の右上余白部分に表示を行うものとする。

(ｲ) 文書等を保存するファイル(パイプ式ファイル等)の背表紙の適宜の箇所

(ｳ) ファイル(パイプ式ファイル等)を用いず直接容器に保管する場合、当該容

器の適宜の箇所

イ 電磁的記録

電子計算機の画面に表示した場合における１ページ目の右上部分

上記の標記を表示することが困難な場合は、次のいずれかの箇所

(ｱ) 電子計算機の画面に表示した場合における適宜の箇所

ただし、標記の表示が困難な場合は 「個人情報」と表示し、この場合に、

おいて枠囲いは不要とする。

(ｲ) 電子計算機システム内のファイル名(これらに類するものを含む 「個人。

情報」と表示し、この場合において枠囲いは不要とする。)

例： 個人情報」○○会議出席者の連絡先について』『「

(ｳ) 可搬記憶媒体の適宜の箇所

ウ その他

(ｱ) マイクロフィルム等、媒体自体に表示することが困難な場合は、当該媒体

を保存する包装等の適宜の箇所に表示を行う。

(ｲ) 保護管理者が当該個人情報等の安全管理等のための措置に必要と認める場

合は、電子計算機の画面に表示した場合における１ページ目の右上部分のほ



か、イ(ｱ)から(ｳ)までに掲げる箇所のいずれかに表示させることができる。

(ｳ) 第２８に規定する適用除外に該当する場合は、表示に係る規定を適用しな

いことができる。

(ｴ) やむを得ず個人情報等が記録された媒体に標記することができないとき又

は不適当と認められる場合において、当該個人情報等の秘匿性等に応じた安

全管理等のための措置を講ずるときは、表示を省略することができる。

⑶ 表示要領

第２号アにおける表示は、個人情報等が記録されている文書等が、他の文書等

とともに、パイプ式ファイル等に綴って保管されている場合及び重ねて保管され

、 、 。ている場合にも その存在を容易に認識できるようにするため 次のように行う

行政文書の１枚目の上端に可能な限り掛か

るようにする

個 人 情 報



付 紙

かがみ文書及び添付書類の双方に個人情報等が記録されている文書又は添付書類

のみに個人情報等が記録されている文書

１ 添付書類が別紙類の場合

個 人 情 報

発 簡 番 号

発 簡 年 月 日

件 名

本文

添付書類：別紙

備考１ 別紙類は、かがみ文書の一部を構成するものとして添付されるため、か

がみ文書自体に個人情報等が記録されない場合であっても、かがみ文書の

右上余白部分に表示を行うものとする。

備考２ 別紙類とは、次に掲げるものをいう。

⑴ 別紙等

本紙又は次のイに規定する別冊類の一部を構成するものとして、本紙

又は別冊類に添付される文書で、次に掲げるものをいう。

ア 別紙（別紙様式を含む ）。

イ 別表

ウ 別図

⑵ 付紙等

別紙、別表又は別図に添付される文書で、次に掲げるものをいう。

ア 付紙（付紙様式を含む ）。

イ 付表

ウ 付図

⑶ 属紙等

付紙、付表又は付図に添付される文書で、次に掲げるものをいう。

ア 属紙（属紙様式を含む ）。

イ 属表

ウ 属図



２ 添付書類が別冊類又は別添の場合

個 人 情 報

発 簡 番 号

発 簡 年 月 日

件 名

本文

添付書類：別冊

備考１ かがみ文書の右上余白部分及び別冊類又は別添の右上余白部分に表示を

行うものとする。

備考２ 別冊類とは、次に掲げるものをいう。

(ｱ) 別冊

本紙の一部を構成するものであるが、本紙とは別個に、図書の形式を

もって製本した上、本紙に添付されるもの

(ｲ) 付録

別冊の附属文書として別冊に添付される文書で別冊に準ずるもの、す

なわち「別冊の別冊」となるもの

備考３ 別添とは、添付書類そのものだけで、内容的に一つの独立性のあるもの

となっている文書で、次に掲げるものをいう。

(ｱ) 他の機関等から送付されたもの

(ｲ) 本紙の施行日以前に施行されたもの

(ｳ) 賞状、表彰状、感謝状その他これに準ずるもの

(ｴ) 既製の図書、写真等

(ｵ) その他添付書類の種類の表示をすることが適当でないもの



別紙第２

契約条項の基準

１ 乙は、善良な管理者の注意をもって委託業務を行うものとする。

２ 乙は、保有個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な安全管理等のた

めの措置をとらなければならない。

３ 乙は、この契約の履行に際し知得した秘密を第三者に漏らし、又は利用

してはならない。

再委託先が委託先の子会社 会４ 乙は 委託業務の全部又は一部を第三者、 （ （

社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社を

に請け負わせる場合には、あらかじめ、書面いう ）である場合も含む ）。 。

により甲の承認を受けなければならない。

、 。５ 乙は 委託業務に係る保有個人情報等を他の目的で利用してはならない

また、当該情報を第三者へ提供してはならない。

６ 乙は、この契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から保有個人情

報等を持ち出してはならない。

７ 乙は、この契約の履行が終了した場合は、乙は保有個人情報等を甲に返

却または廃棄しなければならない。

８ 乙は、この契約の履行に際し、保有個人情報等を取扱う従業員を明確に

するものとする。

９ 乙は、保有個人情報等を複製する場合には、あらかじめ、書面により甲

の承認を受けなければならない。

10 乙は、従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等保有個人情報

等の安全管理等につき、定期的に検査を行う。また、甲は、特に必要と認



めた場合には、乙に対し、保有個人情報等の安全管理等の状況に関し質問

し、資料の提出を求め、又はその職員に乙の工場等の関係場所に立入調査

をさせることができる。

11 委託業務に係る保有個人情報等に関する漏えい等が発生し又はそのおそ

れがある場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告する。

12 乙は、法令又はこの契約に違反した場合は、損害賠償の責任を負う。

ただし、甲がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

13 甲は、乙が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しない場合並

びに法令又はこの契約に違反した場合には、この契約の全部又は一部を解

除することができる。


